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認知症対策推進事業実施要綱 
 

１９福保高在第１０７号 
                         平成１９年６月１４日 

一部改正   ２３福保高在第５９号 
     平成２３年５月１６日 

              一部改正   ２３福保高在第７３２号 
平成２４年３月３０日 

 
第１ 目的 

この事業は、認知症に関する都民への普及啓発を行うとともに、認知症の人とその家族

に対する具体的な支援のあり方について検討することにより、認知症になっても地域で安

心して暮らせるまちづくりを推進することを目的とする。 
 
第２ 実施主体 

この事業の実施主体は、東京都（以下「都」という。）とする。 
なお、第５に規定する事業については、その運営を団体等に委託し、又は団体等に助成

して実施することができる。 
 
第３ 事業内容 
  この事業の内容は、次に掲げるものとする。 

ア 東京都認知症対策推進会議の設置 
イ 区市町村認知症支援担当者連絡会の開催 
ウ 認知症に関する普及啓発 

 
第４ 東京都認知症対策推進会議の設置 

１ 目的 
認知症の人やその家族に対する支援体制の構築に向けた方策について検討する

ため、東京都認知症対策推進会議（以下「推進会議」という。）を設置する。 
 

２ 協議事項 
   推進会議は、認知症支援に関し、次の事項について協議する。 

ア 認知症支援体制の推進に関する事項 
イ 都と区市町村、介護・医療関係者、団体・企業及び都民等の役割分担や連携に

関する事項 
ウ 認知症実態調査に関する事項 
エ 都民や関係者に向けた啓発に関する事項 
オ その他必要な事項 

 



 
３ 構成 

   推進会議は、学識経験者、介護・医療関係者、行政関係者、都民等のうちから、

福祉保健局長が委嘱する２０名以内の委員で構成する。 
 
４ 委員の任期 
（１）委員の任期は、２年以内において局長が定める期間とする。ただし、再任を妨

げない。 
（２）委員に欠員が生じた場合、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
 
５ 議長及び副議長 
（１）推進会議に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。 
（２）議長は、推進会議の会務を総括し、推進会議を代表する。 
（３）副議長は、議長が指名する者をもって充てる。 
（４）議長に事故があるときは、副議長がその職務を代行する。 

 
６ 招集等 
（１）推進会議は、議長が招集する。 
（２）議長は、３に定める者のほか、必要と認める者の出席を求めることができる。 

 
 ７ 専門部会 

（１）推進会議は、必要に応じ、専門部会（以下「部会」という。）を置くことがで

きる。 
（２）部会は、推進会議が定める事項について調査・検討する。 
（３）部会は、議長が指名する委員をもって構成し、福祉保健局長が委嘱する。 
（４）部会に、専門委員を置くことができる。 
（５）専門委員は、議長が指名する者をもって充て、福祉保健局長が委嘱する。 
（６）専門委員の任期は、２年以内において局長が定める期間とする。ただし、再任

を妨げないものとする。 
なお、専門委員に欠員が生じた場合、補欠の専門委員の任期は、前任者の残任

期間とする。 
 
８ 部会長 
（１）部会に部会長を置き、委員及び専門委員の互選によりこれを定める。 
（２）部会長は、専門部会の会務を総括し、専門部会を代表する。 
（３）部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指定する者がその職務を代理

する。 
 
  



 
９ 部会の招集等 
 （１）部会は、部会長が招集する。 
 （２）部会長は、必要があると認めるときは、関係者に部会への出席を求め、その意

見を聞くことができる。 
 
10 幹事 

（１）推進会議及び部会（以下「会議」という。）における協議・検討の充実及び効

率化を図るため、委員及び専門委員の他に幹事を設置する。 
（２）幹事は、福祉保健局長が任命する。 
（３）幹事は、会議に出席し、調査・検討に必要な情報を提供するとともに、会議で

検討された事項に関する取組及び普及に努めるものとする。 
 
11 会議及び会議に係る資料の取扱い 

会議及び会議に係る資料は、公開とする。ただし、議長、副議長又は部会長の発議

により、出席委員及び出席専門委員の過半数で議決したときは、会議又は会議に係る

資料を非公開とすることができる。 
 
12 委員等への謝礼の支払い 

（１）３、７（３）及び（５）に掲げる委員並びに専門委員の会議への出席に対して

謝礼を支払うこととする。 
なお、謝礼の支払は、その月分を一括して翌月に支払うこととする。 

 （２）６（２）及び９（２）に掲げる者の会議への出席に対しては、委員及び専門委

員に準じて謝礼を支払うこととする。 
    なお、謝礼の支払は、その都度支払うこととする。 
 
13 事務局 

会議の円滑な運営を図るため、福祉保健局高齢社会対策部在宅支援課に事務局を置

き、会議の庶務は事務局において処理する。 
 
  14 その他 
    この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関して必要な事項は、議長が別 

に定める。 
 
第５ 区市町村認知症支援担当者連絡会の開催 
  推進会議で検討した地域支援体制の構築に係る事例について、区市町村との情報共 

有を図るとともに、各区市町村における取組の促進を図るため、区市町村認知症支援 
担当者連絡会を開催する。 

 



第６ 認知症に関する普及啓発 
   広く都民の認知症に対する理解を図り、普及啓発を促進することを目的として、シ

ンポジウム等を開催する。 
 
 

    附 則（平成１９年６月１４日１９福保高在第１０７号） 
   １ この要綱は、平成１９年６月１４日から適用する。 
   ２ 認知症理解普及促進事業実施要綱（平成１８年６月１２日付１８福保高在第１６

１号）は廃止する。 
    附 則（平成２３年５月１６日２３福保高在第５９号） 
    この要綱は、平成２３年５月１６日から適用する。 
    附 則（平成２４年３月３０日２３福保高在第７３２号） 
    この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 
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第１回認知症医療部会(平成24 年9月3 日開催)の主な御意見 

 
 
１ 全体に関する事項 

（１）区市町村の役割 

○ 発症してから、最後の看取りに至る期間までをどうすれば御本人も御家族も安心して暮らせ

るかということこそが大事である。そのきめ細かい戦略を考えていくのは、基礎的自治体と

なるが、戦略的に考えられるように、一通りの医療資源を準備しておく必要がある。 
○ 精神科病院から退院後の居場所を確保していくことが重要であり、それは、基礎的自治体単

位で地域包括システムを作り上げていくという観点でやっていかなくてはならない。 
○ さまざまな施策が出てきているので、それを整理し、全体像を示していくべき。また、区市

町村がその全体像を捉えた上で、次期の高齢者保健福祉計画や介護保険事業計画に落としこ

めるように、都として指導していく必要がある。 

 
（２）地域での支援体制 

○ 厚生労働省「今後の認知症施策の方向性について」にも書かれていたように、『「精神科病院

や施設を利用せざるを得ない」という考え方を改め、「認知症になっても本人の意思が尊重さ

れ、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けることができる社会」の実現を目指

す』という目標をいかに実現していくかである。 
○ 認知症の人が本当にどこに住むのかということが大事であって、認知症の人がちゃんと生活

できる場所を作るのが、われわれの役目である。 
○ 各地域の認知症支援体制は、ピンからキリである。医療と介護の問題だけでなく、フォーマ

ル、インフォーマル全ての地域資源を活用しないと対応していけないだろう。 
○ BPSD も地域で対応できるように、地域の医師等のレベルアップを図るべきである。東京都

では、地域のレベルアップに精神科の専門の先生をいかに巻き込んでいくかという点で、国

に先駆けて取組を行っていけばいいのではないか。 
 
（３）その他 

○ この部会がどういうミッション、ビジョンで、ゴールをどこにするのかが非常に重要である。 
○ 認知症の始まりから亡くなるまでの医療の役割を整理する必要がある（「医療モデル」）。初期

で診断され、一人で病院に通える方がいる一方で、独居高齢者、高齢者のみ世帯などで、周

辺症状が出るまで認知症であることが判明しないケースもある。認知症という病気のプロセ

スにおいて、理想的なケアを考え、そのケアがどういう条件で破綻するかを考えて、対応方

針を決めていく必要がある。また、低所得で家族の介護力も期待できない認知症高齢者が増

えているため、彼らを支える「福祉モデル」も必要である。 
○ 施策のコストパフォーマンスをきちんと評価することが必要である。医療の質を向上すると

いう点でも、政策を都民にオープンにして、評価できるアウトカムを出し続けるようなシス

テムにしていくべきである。 
 

資料３ 
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２ 認知症疾患医療センターについて 

（１）身近型認知症疾患医療センターについて 

(a) 役割 

○ 身近型センターは、地域のかかりつけ医や地域包括支援センターと連携して、初期対応能力

を果たしていくことが役割となる。身近型センターが対応できない場合は、地域型センター

が対応していくという流れがよい。 
○ 地域型センターと身近型センターが密な連携を図り、それを基盤として地域に患者さんを戻

す体制をどう作るのかが重要である。 
(b) 設置箇所 

○ 平成２０年度に行った日本老年精神医学会の専門医を対象としたアンケートにおいて、入院

機能はないが鑑別診断や地域連携機能を有している医療機関は、高齢者人口１万人に１箇所

必要だという回答であった。 
○ 高齢者人口６万人に１箇所となると、各区市町村に１つというのは難しいので、どのような

置き方をしていくかを考えなくてはならない。 
○ どれくらいに１箇所というのは、仮定の話であり、それについて議論する意義は感じない。 

(c) アウトリーチ 

○ 精神科を含めて、アウトリーチを行ってくれる医療機関は少ないため、ケアマネージャーや

地域包括支援センターが問題のある案件をとってきて、この人に対してアウトリーチをお願

いしますというような連携体制が作れれば大きい。 
○ アウトリーチのやり方はこの部会で十分議論をして、しっかりした提案をしていくことが必

要。 
(d) 必要性 

○ 現在指定されている地域型センターにおいても機能にはばらつきがあり、その中でシステム

を作ってこれだけのことをしなければいけないと言われても、なかなか難しい。そこへまた

身近型センターという何だかわからないものを当てはめてそこにお金を落とすというのは、

いかにも無駄だと思う。 
○ 東京都は例外的に医療機関が多いので、国全体の仕組みを持ってきて右往左往する必要はな

いように思う。 
 
（２）地域型認知症疾患医療センターについて 

○ できる限り地域で治療をするとなると、地域型センターの役割は身体合併症が起きたときの

対応ではないか。 
○ 地域型センターとしての一番の役割は、地域のケアや第一線の医療をやっている人の精神医

学的レベルを上げて、かつそこで顔見知りの関係を作っていくことによって、地元の患者を

発掘することができる。それにより救急は減るし、要らぬ周辺症状も生じない。 
○ センターとして担当している区において研修や公開講座を行い、顔の見える関係を構築して

いきたい。 
○ 東京都のセンターの特徴として、センターが全てを担う必要は無く、その中で連携を行うの

が役割である。 
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３ 地域連携について 

（１）身近型認知症疾患医療センターを含めた地域連携 

○ 地域型センターと身近型センターの役割分担・連携の仕方について明確にすべきである。 
○ 地域からのニーズの拾い上げ方、初期集中支援チームで対応した場合、その後身近型センタ

ーにつないでいくやり方、その中で、身近型センターが訪問診療、往診する場合、その後地

域型センターにつないでいく場合等の道筋を明確にしていくべきである。 
○ 地域型センター・身近型センター・サポート医・かかりつけ医それぞれの役割の理念型を作

り、それを参考にしながら、地域にあった形で実践していくのがよい。 
 
（２）地域連携全般について 

○ 実際に地域で見守るために、どのような顔の見える関係があるかが重要である。 
○ 顔の見える範囲は、地域包括ケアシステムの単位であると思う。もちろん地域包括支援セン

ターだけでなく、そこに関わる診療所や病院などの医療がそこに加味して、一体となってや

っていくというイメージを持っている。 
○ 顔の見える関係というのは、やはり分野を超えてこの現状をどうしていくのか、話し合う、

認識し合うということが重要である。 
○ 医者が１人で回っていくというのは限界があるので、認知症疾患医療センターの連携をつか

さどる精神保健福祉士、作業療法士等の皆さんとチームを組み、効率的に取り組んでいくシ

ステムが必要である。 
 
４ 認知症初期の対応について 

○ 地域に精神科医療、診療所がどれだけあるかというと、少しずつ増えているが、それほど増

えていないのが現状である。そのため、これだけ増える認知症患者に対して誰が対応しなけ

ればならないのか。それは精神科とは限らない。しかし現実の問題として、地域のかかりつ

け医が認知症の対応ができるかというと疑問である。 
○ かかりつけ医もしくは内科医の先生が早期介入していくという流れになっていくのだろう。

もちろん認知症の専門医によるバックアップ体制は必要である。都では患者の発見ができて

いないために、本来であれば支援すべき、介入すべき患者たちがまだ放置されている。 
○ 認知症初期集中支援チームについて、都においてどのように早期発見・早期診断を行うのか

議論し、都の方法を国に提案ができるような形でもよいのではないか。 
 
５ かかりつけ医・サポート医について 

○ サポート医・かかりつけ医については、地域、各先生により温度差がある。 
○ 東京都の事業でかかりつけ医・サポート医研修を行ったが、中途半端な状態にある。問題は、

教育課程と研修受講後受講者が何を行えばよいのかわからないという状況にあることである。 
○ サポート医全員が、認知症の方のサポートに訪問するいわゆる在宅医療をできるわけではな

い。認知症の在宅ケアをする人たちの再教育システムが必要である。 
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６ 精神科病院について 

○ 精神科病院、特に救急病棟を持っている病院に認知症の周辺症状で入院される方が増えてい

る。BPSD 自体は１ヶ月程度で治まるが、その後御家族が対応できず、在宅療養に繋げられ

ないケースも多い。そこで、ケースワーカーが奔走することとなる。 
○ 精神科病院は現在敷居が高いため、受診が後手後手に回ってしまっているようなイメージが

ある。もっと早い段階で外来を使うことによって、入院しても帰ることができる人が増え、

入院期間も短くなるのではないか。 
○ 在宅医療の立場で、精神科医療の重要性については感じている。本人についてだけでなく、

介護負担がかかっている御家族の方をどう精神科医療につなげていくのかということで悩む

ことも多い。 
○ 在宅医療の医師が精神科病院の敷居を下げ、行きやすい環境を作ることも必要である。 
○ 看護師の立場からも、精神科の専門医の先生は頼りになり、いると安心するということがあ

る。 
 



 

 

 

 

 

「認知症施策推進５か年計画 （オレンジプラン）」 

（平成25年度から29年度までの計画） 

 

 

 

１．標準的な認知症ケアパスの作成・普及 

○ 「認知症ケアパス」（状態に応じた適切なサービス提供の流れ）の作成・普及 

・平成24～25年度 調査・研究を実施 

・平成25～26年度 各市町村において、「認知症ケアパス」の作成を推進・平成27

年度以降 介護保険事業計画（市町村）に反映 

 

 

 

２．早期診断・早期対応 

○ かかりつけ医認知症対応力向上研修の受講者数（累計） 

平成２４年度末見込 ３５， ０００人 → 平成２９年度末 ５０， ０００人 

 

【考え方】高齢者人口約600人（認知症高齢者約60人）に対して、１人のかかりつけ医が受講。 

 

※ 後述の「認知症の薬物治療に関するガイドライン」も活用して研修を実施 

○ 認知症サポート医養成研修の受講者数（累計） 

平成２４年度末見込 ２， ５００人 → 平成２９年度末 4，0００人 

 

【考え方】一般診療所（約10万）２5か所に対して、１人のサポート医を配置。 

○ 「認知症初期集中支援チーム」の設置 

・平成24年度 モデル事業のスキームを検討 

・平成25年度 全国10か所程度でモデル事業を実施 

・平成26年度 全国20か所程度でモデル事業を実施 

・平成27年度以降 モデル事業の実施状況等を検証し、全国普及のための制度化を検討 

 

※ 「認知症初期集中支援チーム」は、地域包括支援センター等に配置し、家庭訪問を行い、アセ 

 

スメント、家族支援等を行うもの。 

○ 早期診断等を担う医療機関の数 

・平成24～29年度 認知症の早期診断等を行う医療機関を、約500か所整備する。 

 

【考え方】認知症疾患医療センターを含めて、二次医療圏に１か所以上。 

 

※ いわゆる「身近型認知症疾患医療センター」の機能（早期診断・早期支援、危機回避支援）に 

ついては、平成25年度までに、認知症サポート医の活動状況等も含めた調査を行い、それを踏まえて検証す

る。 
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○ 地域包括支援センターにおける包括的・継続的ケアマネジメント支援業務の一環として多 

職種協働で実施される「地域ケア会議」の普及・定着 

・平成24年度 「地域ケア会議運営マニュアル」作成、「地域ケア多職種協働推進等事 

業」による「地域ケア会議」の推進 

・平成27年度以降 すべての市町村で実施 

 

 

３． 地域での生活を支える医療サービスの構築 

○ 「認知症の薬物治療に関するガイドライン」の策定 

・平成24年度 ガイドラインの策定 

・平成25年度以降 医師向けの研修等で活用 

○ 精神科病院に入院が必要な状態像の明確化 

・平成24年度～ 調査・研究を実施 

○ 「退院支援・地域連携クリティカルパス（退院に向けての診療計画）」の作成 

・平成24年度 クリティカルパスの作成 

・平成25～２６年度 クリティカルパスについて、医療従事者向けの研修会等を通じて 

普及。あわせて、退院見込者に必要となる介護サービスの整備を介護

保険事業計画に反映する方法を検討 

・平成２７年度以降 介護保険事業計画に反映 

 

 

４．地域での生活を支える介護サービスの構築 

○ 認知症の人が可能な限り住み慣れた地域で生活を続けていくために、必要な介護サービス 

の整備を進める。（別紙参照） 

 

 

５．地域での日常生活・家族の支援の強化 

○ 認知症地域支援推進員の人数 

平成２４年度末見込 １７５人 → 平成２９年度末 ７００人 

 

【考え方】５つの中学校区当たり１人配置（合計約2,200人）、当面５年間で700人配置。 

 

※ 各市町村で地域の実情に応じて、認知症地域支援推進員を中心として、認知症の人やその家族 

 

を支援するための各種事業を実施 

○ 認知症サポーターの人数（累計） 

平成２４年度末見込 ３５０万人 → 平成２９年度末 ６００万人 
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○ 市民後見人の育成・支援組織の体制を整備している市町村数 

平成２４年度見込 ４０市町村 

将来的に、すべての市町村(約1,700)での体制整備 

○ 認知症の人やその家族等に対する支援 

・平成24年度 調査・研究を実施 

・平成25年度以降 「認知症カフェ」（認知症の人と家族、地域住民、専門職等の誰も 

が参加でき、集う場）の普及などにより、認知症の人やその家族等に対

する支援を推進 

 

 

６．若年性認知症施策の強化 

○ 若年性認知症支援のハンドブックの作成 

・平成24年度～ ハンドブックの作成。医療機関、市町村窓口等で若年性認知症と診断 

された人とその家族に配付 

○ 若年性認知症の人の意見交換会開催などの事業実施都道府県数 

平成２４年度見込 １7都道府県→平成２９年度 ４７都道府県 

 

 

７． 医療・介護サービスを担う人材の育成 

○ 「認知症ライフサポートモデル」（認知症ケアモデル）の策定 

・平成24年度 前年度に引き続き調査・研究を実施 

・平成25年度以降 認知症ケアに携わる従事者向けの多職種協働研修等で活用 

○ 認知症介護実践リーダー研修の受講者数（累計） 

平成２４年度末見込 ２． ６万人 → 平成２９年度末 ４万人 

 

【考え方】すべての介護保険施設（約15,000）とグループホーム（約14,000）の職員１人ずつが 

受講。加えて、小規模多機能型居宅介護事業所、訪問介護事業所、通所介護事業所等の職員について

は、すべての中学校区（約11,000）内で１人ずつが受講 

○ 認知症介護指導者養成研修の受講者数（累計） 

平成２４年度末見込 １， ６００人 → 平成２９年度末 ２， ２００人 

 

【考え方】５つの中学校区当たり１人が受講。 

○ 一般病院勤務の医療従事者に対する認知症対応力向上研修の受講者数（累計） 

新規 → 平成２９年度末 ８７， ０００人 

 

【考え方】病院（約8,700）１か所当たり10人（医師2人、看護師８人）の医療従事者が受講。 
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（別
紙） 

認知症高齢者の介護サービス利用について 

（５年後の推計） 

（単位：万人） 

※端数処理の関係で積み上げは一致しない。 

平成29年度 

(2017) 

373 

186 

14 

3 

44 

19 

25 

105 

58 

46 

38 

〔推計の考え方〕 

１．各年度の「認知症高齢者数」については、将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所：H24.1推計。死亡中位出生中位）に、平成22年9月末現在の「認知症高齢者の日常生 

活自立度」Ⅱ以上の認知症高齢者割合を性別年齢階級別に乗じて推計。 

２．平成22年9月末現在の「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上の認知症高齢者の居場所別内訳を基に、「社会保障に係る費用の将来推計の改定について（平成24年3月）」 

（以下、「一体改革試算」という。）における各サービスごとの利用者増加率等（※）を乗じて推計した。 

（※）増加率等には、平成22年度に対する各サービス別利用者数増加率に次の要素を含めて補正している。 

［平成24年度］介護施設の入所者に占める認知症者割合を増加。 

［平成29年度］認知症高齢者数の増加（平成22年度：208万人→280万人）及び精神科病院からの退院者の受入増に対応するため、以下の①～③の整備等を行う。 

①認知症対応型共同生活介護及び特定施設入居者生活介護については一体改革試算より更に整備を促進。 

②特定施設入居者生活介護及び介護施設の入所者に占める認知症割合を増加。 

③在宅介護においても、小規模多機能型居宅介護の整備を更に促進するなど、認知症に対応可能なサービスを整備する。 

３．「医療機関」の認知症高齢者数は、副傷病名に認知症がある者を含む。 

（注）医療機関の内訳（一般病院、精神科病院等）の認知症者数については、「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上の高齢者数 

データがないことから推計ができない。 

なお、精神科病院に入院している認知症患者数は、平成２０年約５万人（患者調査）となっている。認知症高齢者が同割合で精神科病院に
入院すると仮定すれば、平成２９年は約７万人と推計される。今回の推計では、介護サービスの整備拡充等による精神科病院からの退院者の受
入増分を約２万人と見込んでいるので、精神科病院の認知症患者数は平成２９年約５万人と推計される。 

認知症高齢者数の居場所別内訳 
平成24年度  

(2012) 
認 知症高齢者数 305 

在 宅介護 149 

うち小規模多機能型居宅介護 5 

うち定期巡回・随時対応型サービス 0 

  

居 住系サービス 28 

特定施設入居者生活介護 11 

認知症対応型共同生活介護 17 

  

介 護施設 89 

介護老人福祉施設 48 

介護老人保健施設等（介護療養型医療施設を含む。） 41 

  

医療機関 38 



























































平成 25 年度主要事項予算見積概要（認知症関連施策抜粋） 

 
＊額の単位は（百万円） 

１ 認知症高齢者の支援 

 (1) 認知症対策推進事業 

   認知症に対する中長期的な施策を検討するため「認知症対策推進会議」を運営す

るとともに、都民への普及啓発を図る。 
  〔24 年度当初予算額 ４ → 25 年度見積額 ５〕 
 
 (2) 医療従事者等の認知症対応力向上支援事業 

   認知症疾患医療センターが行う地域の医療従事者等への研修を体系的に実施す

るため、研修拠点を設置し、多職種共通のテキストの作成やセンターの研修実施を

支援することにより、都内の医療従事者等の認知症対応力の向上を図る。 
  (新)〔25 年度見積額 １２〕 
 
 (3) 認知症疾患医療センター運営事業 

   認知症の人が地域で安心して生活できるよう、認知症疾患医療センターを中心と

して、地域における医療・福祉相互の具体的連携体制を構築するとともに、関係者

への研修等を行う。 
  〔24 年度当初予算額 １３１ → 25 年度見積額 １３０〕 
 
 (4) 東京都若年性認知症総合支援センター設置事業 

   若年性認知症本人及び家族のためのワンストップ相談窓口の設置や、地域包括支

援センター等への支援を行うことにより、早期に適切な支援に結びつける。 
  〔24 年度当初予算額 ２３ → 25 年度見積額 ２３〕 
 
２ 高齢社会対策区市町村包括補助事業 

  区市町村が地域の実情に応じて主体的に行う、高齢者分野の基盤の整備及びサービ

スの充実を支援することにより、都民の福祉の増進を図ることを目的とする。 
  〔24 年度当初予算額 ３，７８０ → 25 年度見積額 ３，７８０〕 
 （新規事業）認知症の人の家族を支える医療機関連携型介護者支援事業 

   認知症疾患医療センター等の医療機関周辺に認知症介護者支援の拠点を設け、医

療機関の専門職と連携した介護者支援のための講座や交流会を開催し、介護者の孤

立化の防止等を図る。  

平成 24 年 11 月 7 日東京都発表資料より 

資料６ 



東京都保健医療計画の改定について

今回の改定の主な課題

都における計画改定スケジュール

・国は、新たな医療計画作成指針と疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制整備指針を作成し、都道府県に通知（平成２４年３月）

在宅療養

【国の方針】

医療計画に定める他の疾病・事業と

精神疾患

【国の方針】

医療計画に定める疾病に新たに追加

【主な課題】

○医療機関相互及び保健・福祉サービ
ス等との連携

○精神科救急患者や身体合併症患者等
に対する速やかな医療提供

○うつ病や認知症の患者に対する病期
や患者の状態に応じた医療提供

災害医療

【国の方針】

災害時における医療提供体制の見直

【主な課題】

○新たな被害想定に基づいた災害医療
体制の構築

○発災直後から中長期に至るまでの、
各フェーズに応じた災害医療体制の
確保

【主な課題】

○円滑な在宅療養移行に向けての退院
支援

○多職種協働による在宅療養者やその
家族への支援

○在宅療養者の病状急変時の対応

《留意事項》高齢者保健福祉計画や障害福祉計画のほか、今年度改定予定であるがん対策推進計画や健康推進プラン２１並びに地域防災計画との整合性を図る

検討体制
○疾病・事業ごとの協議会：在宅療養推進協議会等の各協議会において、地域の実情や都の特性を踏まえた今後の施策等について検討
○保健医療計画推進協議会：各協議会等での検討内容を踏まえて議論を行い、保健医療計画改定素案を策定
○医療審議会 ：保健医療計画案について諮問・答申

⇒ 今回改定する計画から、４疾病（がん・脳卒中・急性心筋梗塞・糖尿病）に精神疾患が新たに加わり、５疾病５事業となる。

資料７

区分 第３四半期（１０～１２月) 第４四半期（１～３月)

東京都医療審議会

保健医療計画
　・推進協議会
　・推進協議会改定部会

第１四半期（４～６月） 第２四半期（７～９月）

第１回開催

月１回程度のペースで改定部会を開催
関係機関への意見照会
パブリックコメント

第２回（諮問）
第３回（答申）の開催

◎骨子案作成

報告

◎計画素案
作成

※疾病・事業ごとに設置している
第１回認知症
医療部会(9/3)

第２回認知症
医療部会

第２回推進協
議会(12/13)

第１回推進協
議会(8/27))
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５ 精神疾患医療の取組 

 

（１）精神疾患医療体制の充実 

 

 

 

 

 

 

精神疾患医療を取り巻く現状 

 

１ 精神疾患の特性 

 

２ 都における精神科医療の現状 

 

 

精神疾患の医療提供体制整備に向けた課題 

 

 

施策目標と主な具体的取組  

 

 

（２）認知症対策の強化 

 

 

 

 

 

 

認知症医療を取り巻く現状 

 

 

認知症医療における課題 

 

 

施策目標と主な具体的取組 

 

 

 

 

東京都保健医療計画(第五次改定)素案 

 

○ 目指す方向（施策の方向）を記載 

 

 

○ 目指す方向（施策の方向）を記載 

 

※本資料は会議終了後、回収させて

いただきます。 
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（２）認知症対策の強化 

 

 

 

 

 

 

 

認知症医療を取り巻く現状 

○ 要介護(要支援)認定を受けている高齢者のうち、何らかの認知症の症状を有する

人は、平成２３年 1 月時点で約３２万人に上り、平成３７年には約５２万人に増

加すると推計されています。また、若年性認知症の人は、平成１９年の厚生労働

省調査結果から算出すると、約４千人と推計されています。 

 

○ 何らかの認知症の症状がある人の約 7 割は在宅（居宅）で生活しており、独居

や夫婦のみ世帯の高齢者の増加が推測されています。 

 

○ 都では、認知症サポート医の養成や（平成２４年１１月現在４３３名）、かかり

つけ医の認知症対応力を向上するための研修に取り組んでいます。また、認知症

の治療を行う専門病棟を有する精神科病院を支援し、認知症患者に対する適切な

入院医療の確保を図っています。 

 

○ 平成２４年４月からは、東京都認知症疾患医療センターを指定して（平成２４

年１１月現在１０か所）、専門医療相談、鑑別診断、身体合併症と行動・心理症状

への対応、地域連携の推進、人材育成等を実施しています。 

 

認知症医療における課題 

○ 認知症の人の多くは在宅で生活しており、住み慣れた地域での生活の継続を望

んでいます。そのためには、認知症の早期発見・早期診断と、診断に基づいて適

切な医療・福祉・介護の支援を受けることが重要です。 

 

○ 今後急増する見込である認知症の人を支えていくためには、医療提供施設同士

がその機能や特性を十分生かした形で連携することはもちろん、医療・介護従事

者それぞれが認知症対応力の向上を図り、医療と介護の連携を推進していく必要

があります。 

 

○ また、認知症の人が身体疾患を患ったとき又は行動・心理症状が激しくなった

ときに、入院先を探すのに困難を来たす場合があるため、早期に適切な対応ので

きる病院等へ受け入れるための体制・仕組みづくりが必要です。 

○ 認知症の人と家族が地域で安心して生活できるよう、認知症の早期診断・早期

対応に取り組むほか、地域の医療・介護関係者等の連携を推進し、認知症の人が

状態に応じて適切な医療・福祉・介護の支援を受けることができる体制を構築し

ます。 

資料８ 
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施策目標と主な具体的取組 

（目標１）地域連携の推進と専門医療の提供を図る 

《具体的な取組》 

１ 認知症疾患医療センターの整備 

○ 認知症疾患医療センターが実施している専門医療相談、鑑別診断、身体合併症

と行動・心理症状への対応、地域連携の推進、人材育成等の取組を進めていきま

す。 

 

○ 認知症の診断を担う医療機関の確保、地域の医療機関の役割分担、各関係機関

の連携のあり方について検討した上で、認知症疾患医療センターの整備を進めて

いきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２ 地域連携の推進 

○ 地域連携の推進のために、認知症疾患医療センターが開催する認知症医療・介

護連携協議会等を活用して、医療提供施設同士、さらには医療と介護の連携を進

めていきます。 

 

○ 「認知症ケアパス」や「退院支援・地域連携クリティカルパス」導入の検討を   

進めていきます。 

 

○ 区市町村において、認知症施策の推進を図り、地域の実情に応じた医療と介護

の連携体制を構築していきます。 

 

３ 専門医療の提供 

○ 認知症の診断、薬物治療、身体合併症と行動・心理症状への対応等の専門医療

の提供について、認知症疾患医療センターと地域の医療機関で役割分担を図る等

して、今後増加する認知症の人に対応できる体制を整えていきます。 

医療機関名

区中央部 順天堂大学医学部附属順天堂医院

区南部 東京都保健医療公社荏原病院

区西南部 東京都立松沢病院

区西部 浴風会病院

区西北部 東京都健康長寿医療センター

区東北部 大内病院

区東部
順天堂大学医学部附属
順天堂東京江東高齢者医療センター

西多摩 （今後指定予定）

南多摩 平川病院

北多摩西部 国家公務員共済組合連合会立川病院

北多摩南部 杏林大学医学部付属病院

北多摩北部 (今後指定予定）

東京都認知症疾患医療センター　一覧（平成24年11月現在)

二次保健医療圏

 



- 4 - 

○ 身体合併を患ったとき又は行動・心理症状が激しくなったときに対応できる医

療機関等を確保するとともに、地域連携の推進や医療・介護従事者の認知症対応

力の向上を図ることにより、身体合併症や行動・心理症状を有する認知症の人を

地域で受け入れる体制づくりを進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（目標２）早期診断・早期対応を可能とする取組を推進する 

《具体的な取組》 

○ 認知症の疑いのある高齢者を早期に受診に結びつけ、診断後状態に応じて、認

知症の人と家族が医療・介護連携のもとで適切な支援を受けることができる体制

について、区市町村、地域包括支援センター、認知症サポート医、かかりつけ医、

介護事業者、認知症疾患医療センター等と協働して検証し、推進していきます。 

  

 ○ 都民に認知症に対する理解を深めてもらい、認知症の疑いがある場合は速やか 

に受診してもらうための普及啓発を進めていきます。 

  

（目標３）専門医療や介護、地域連携を支える人材を育成する 

《具体的な取組》 

○ 都内における認知症医療従事者等の研修の拠点を設け、各認知症疾患医療セン

ターが実施する地域向けの研修を支援することにより、都内全体のレベルアップ

を図っていきます。 

 

 

 

 

認知症の人・家族

地域包括支援センター

区市町村

地域の診療所
(かかりつけ医・在宅医

介護職（ケアマネジャー）
介護サービス（施設・居宅）

精神科病院

認知症サポート医

一般病院

ネットワーク
構築による
切れ目のな
い対応

二次保健
医療圏域

区市町村域

後
方
支
援

�
� 認知症疾患医療センター

精神科診療所

認知症サポーター・ボランティア

訪問看護ステーション

暮らし
(在宅)の場家族介護者の会

保健所
保健センター

精神保
健福祉
センター

薬局

 

地域連携のイメージ 
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○ 多職種が一堂に会する研修を実施し、認知症サポート医、かかりつけ医、一般

病院の医療従事者、薬剤師、介護事業者等の認知症に携わる医療・介護従事者の

認知症対応力を向上するとともに、顔の見える関係づくりを進めます。 

 

○ 区市町村や地区医師会が実施する認知症対応力向上研修について、認知症疾患

医療センターが講師を派遣する等して、支援していきます。 

 

○ 認知症介護に関する専門的研修を実施し、技術の向上を図ります。 

 

（目標４）地域での生活・家族の支援を強化する 

《具体的な取組》 

１ 区市町村と協働した地域包括ケアシステム実現に向けた取組の推進 

○ 認知症高齢者グループホーム、特別養護老人ホーム、サービス付き高齢者向け

住宅等の整備を進め、認知症高齢者の住まいの確保を図っていきます。 

 

○ 在宅療養支援のための取組を推進します。（詳細は○○章を参照）  

  

 ○ 医療機関の専門職と連携した介護者支援の会の取組を広めていきます。 

  

○ 区市町村や地域包括支援センターが開催する地域ケア会議の取組を支援してい

きます。 

 

○ 認知症の人と家族を地域で支え、見守るために、認知症サポーターを養成し、

地域の多様な人材や社会資源によるネットワークづくりを進めます。  

  

○ 高齢者の虐待防止等の権利擁護の取組を推進するとともに、区市町村における

市民後見人の育成とその活動の支援等を図ります。 

 

２ 若年性認知症対策の推進 

○ 東京都若年性認知症総合支援センター（平成２４年５月開設）におけるワンス

トップの相談窓口や産業医に対する普及啓発など、若年性認知症の人に対する支

援策を進めていきます。 

 

３ 認知症の予防と治療についての取組の推進 

○ 独立行政法人東京都健康長寿医療センターと公益財団法人東京都医学総合研究

所において、アルツハイマー病の治療法の研究、生活習慣と認知症予防との関連

等、認知症の発症予防や治療に向けた研究を進めていきます。 

 

○ 区市町村における認知症の予防につながる取組を支援していきます。 



- 6 - 

 

【評価指標】 

 
 

 

 

 

 

 

 

区  分 現 状 目 標 

認知症疾患医療センターの整備 
１０箇所 

（平成２４年１１月） 
増やす 

認知症退院患者の平均在院日数 
３３３日 

（平成２０年度） 
短くする 

新規認知症治療病棟入院患者の 

２か月以内退院率 

２３．７％ 

（平成２２年度） 
上げる 

認知症の医療・介護従事者による 

多職種協働研修の実施 
－ 

各認知 症疾患 医療 セン

ターでの研修を充実 

































※認知症の人の日常生活自立度都内認知症高齢者の住まい方

東京都「認知症高齢者自立度分布調査」(平成23年1月)より

②独居・夫婦のみ世帯が増加の見込み （対象：高齢者全体）

東京都「東京都世帯数の予測(各年10月1日現在)」(平成21年3月)より

63万世帯
84万世帯

53万世帯

63万世帯

1.61

1.56

0万世帯

50万世帯

100万世帯

150万世帯

平成２２年 平成３２年

1.53

1.54

1.55

1.56

1.57

1.58

1.59

1.6

1.61

1.62

夫婦のみ高齢者世帯

単身の高齢者世帯

高齢者世帯１世帯あたりの人員(平均)

67.0

59.9

4.9

6.0

16.6

18.8

0.1

0.1

10.9

8.3

2.2

1.7

2.0

1.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

認知症高齢者
自立度Ⅰ以上

認知症高齢者
自立度Ⅱ以上

居宅 特別養護
老人ホーム

老人保健施設 介護療養型
医療施設

認知症高齢者
グループホーム

その他の施設 不明

都内の認知症の人を取りまく状況(統計)

都内高齢者人口の推移

○団塊の世代の高齢化等により、「４人に１人が65歳以上」の時代が到来
○ 2020年には、後期高齢者の数が前期高齢者の数を上回る見込み

資料：総務省「国勢調査」[昭和50年～平成17年]

国立社会保障・人口問題研究所「都道府県の将来推計人口」（平成19年5月推計）[平成22年～平成47年]

東京都「認知症高齢者自立度分布調査」(平成23年1月）より

①認知症高齢者の半数以上は居宅で生活

認知症高齢者の推計（要介護・要支援認定データより）

① 何らかの認知症の症状がある高齢者（認知症高齢者日常生活自立度Ⅰ以上）の増加

(推計)
0

10

20

30

40

50

60

平成16年 平成23年 平成37年

万人

約24万人

約32万人

約52万人65歳以上
人口の

65歳以上

人口の

65歳以上

人口の

約1.6倍

参考資料２

②見守り又は支援の必要な認知症高齢者（認知症高齢者日常生活自立度Ⅱ以上）の増加

0

10

20

30

40

50

60

平成16年 平成23年 平成37年

万人

約16万人

約23万人

約38万人

約1.6倍

65歳以上

人口の

65歳以上
人口の

65歳以上

人口の

全国の「認知症高齢者の日常
生活自立度」Ⅱ以上の高齢者
の推計人数
平成22年 280万人 (9.5％)

↓
平成37年 470万人 (12.8％)

(国資料より(平成24年時点の推計))

(推計)

約116万世帯 約147万世帯
日常生活自立度Ⅰ

　何らかの認知症を有するが、日
常生活は家庭内及び社会的にほぼ
自立している。

日常生活自立度Ⅱ

　日常生活に支障を来たすような
症状・行動や意思疎通の困難さが
多少見られても、誰かが注意して
いれば自立できる。

日常生活自立度Ⅲ
　日常生活に支障を来たすような
症状・行動や意思疎通の困難さが
見られ、介護を必要とする。

日常生活自立度Ⅳ

　日常生活に支障を来たすような
症状・行動や意思疎通の困難さが
頻繁に見られ、常に介護を必要と
する。

日常生活自立度Ｍ
　著しい精神症状や問題行動ある
いは重篤な身体疾患が見られ、専
門医療を必要とする。

第1回認知症医療部会
（平成24年9月3日開催）資料



65歳以上

(高齢化率）

何らかの認知症
の症状がある人

(対人口割合）

一般病床

（対人口10
万人対）

療養病床

（対人口10
万人対）

精神病床

（対人口10
万人対）

54施設 2,062施設 13,311床 579床 337床 23施設 135施設 10施設 12施設 10施設 16人 226人 41人
(7.3) (278.6) (1,798.3) (78.2) (45.5) (12) (15) (8) (9) (8) (8.3) (117.0) (21.2)

( 19.6) ( 2.6)
40 1,019 6,382 1,133 178 19 105 11 12 11 7 343 31

(3.9) (98.9) (619.7) (110.0) (17.3) (8) (10) (7) (8) (5) (2.8) (135.0) (12.2)
( 20.7) ( 2.5)

50 1,639 7,989 1,453 1,790 36 151 15 18 7 5 217 20
(3.9) (126.6) (616.9) (112.2) (138.2) (8) (13) (10) (9) (5) (1.4) (62.8) (5.8)

( 18.9) ( 2.7)
43 1,428 8,646 1,521 341 18 138 16 20 9 6 198 22

(3.9) (128.5) (778.2) (136.9) (30.7) (3) (14) (11) (14) (7) (1.9) (61.6) (6.8)
( 20.3) ( 2.9)

89 1,606 10,124 3,115 3,574 54 187 22 26 17 6 458 47
(5.0) (90.3) (569.2) (175.1) (200.9) (9) (13) (12) (12) (14) (1.2) (93.2) (9.6)

( 21.3) ( 2.8)
80 934 6,831 1,851 1,450 25 103 17 22 23 2 259 31

(6.3) (73.5) (537.7) (145.7) (114.1) (11) (17) (13) (17) (17) (0.5) (69.2) (8.3)
( 22.7) ( 2.9)

52 980 6,580 1,035 207 7 99 10 13 6 4 179 29
(3.9) (72.6) (487.4) (76.7) (15.3) (0) (12) (6) (7) (3) (1.4) (60.6) (9.8)

( 19.8) ( 2.2)

408 9,668 59,863 10,687 7,877 182 918 101 123 83 46 1,880 221

区　計 (4.8) (112.7) (698.1) (124.6) (91.9) (51) (94) (67) (76) (59) (2.0) (82.6) (9.7) 区　計

( 20.5) ( 2.7)

21 255 1,754 2,297 2,713 6 34 5 10 10 3 45 18
(5.4) (65.1) (448.1) (586.9) (693.1) (3) (4) (3) (8) (7) (3.7) (55.0) (22.0)

( 22.9) ( 2.1)
63 959 6,371 3,696 7,435 22 96 15 22 24 6 260 35

(4.6) (69.5) (461.5) (267.7) (538.6) (10) (18) (13) (20) (22) (1.7) (72.2) (9.7)
( 21.4) ( 2.6)

25 484 3,369 956 63 5 47 3 3 3 0 101 18
(4.0) (76.9) (535.2) (151.9) (10.0) (1) (3) (2) (2) (1) (0.0) (65.8) (11.7)

( 20.8) ( 2.4)
42 827 6,228 1,236 3,488 14 85 14 18 14 4 169 22

(4.3) (85.4) (643.3) (127.7) (360.3) (2) (11) (9) (11) (11) (1.7) (69.8) (9.1)
( 19.6) ( 2.5)

33 471 4,668 1,572 2,689 8 41 8 12 4 4 101 19
(4.6) (66.0) (654.2) (220.3) (376.9) (4) (7) (6) (9) (3) (2.2) (54.6) (10.3)

( 22.1) ( 2.6)

184 2,996 22,390 9,757 16,388 55 303 45 65 55 17 676 112

多 摩 計 (4.5) (73.4) (548.4) (239.0) (401.4) (20) (43) (33) (50) (44) (1.7) (66.1) (11.0) 多 摩 計
( 21.1) ( 2.5)

1 20 52 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0
(3.6) (71.7) (186.5) (0.0) (0.0) (0) (1) (1) (1) (0) (0.0) (0.0) (0.0)

( 30.1) ( 4.8)

12,686,067 2,633,325 331,085 593 12,684 82,305 20,444 24,265 237 1,225 147 189 138 63 2,556 333

( 20.8) ( 2.6) (4.7) (100.0) (648.8) (161.2) (191.3) (71) (138) (101) (127) (103) (1.9) (77.2) (10.1)

出　典

「要介護者数・認
知症高齢者数等
の分布調査」集
計結果（平成23
年1月1日時点）

東京都医療機
関案内サービ
ス「ひまわり」
登録データ（平
成24年8月末
現在）

日本老年
精神医学
会ＨＰ（平
成22年7月
時点）（公
表に同意し
ている者の
み）

出　典

専門外来「物
忘れ外来」を
設置している
医療機関

（うち病院）

平成22年度医療施設調査（平成22年10月1日現在）

 一般
病院数

（対人口10
万人対）

診療所数

（対人口10
万人対）

病床数 かかりつけ医
認知症対応力
向上研修受講
者
(認知症人口1
万人対)

東京都福祉保健局高齢社
会対策部調べ（平成23年3
月現在）

周辺症状の
治療（入
院）が可能
な医療機関

(うち病院)

東京都医療機能実態調査（平成23年11月1日時点）

学会認定専
門医

(認知症人
口1万人対)

鑑別診断を
行っている
医療機関

(うち病院)

認知症サ
ポート医

(認知症人口
1万人対)

急性期の身
体合併症治
療（入院）
が可能な医
療機関
(うち病院)

慢性期の身
体合併症治
療（入院）
が可能な医
療機関
(うち病院)

18,510

102,236

1,351

8,184

35,988

15,341

24,213

740,192人

37,417

29,516

227,498

19,321人

25,405

34,573

32,142

49,124

 区南部 品川区、大田区 1,029,861 213,002

二次保健
医療圏

構成区市町村 人 口

144,912人 区中央部
千代田区、中央区、港区、文
京区、台東区

 区西部 新宿区、中野区、杉並区 1,110,973 225,679

244,405 区西南部 目黒区、世田谷区、渋谷区 1,295,010

378,427

 区東北部 荒川区、足立区、葛飾区 1,270,343 287,799

 区西北部
豊島区、北区、板橋区、練馬
区

1,778,762

267,188

8,575,228 1,761,412

 区東部 墨田区、江東区、江戸川区 1,350,087

89,591

 南多摩
八王子市、町田市、日野市、
多摩市、稲城市

1,380,407 295,244

 西多摩 青梅市、福生市、羽村市、あ
きる野市、瑞穂町、日の出
町、檜原村、奥多摩町

391,407

131,025

 北多摩南部 武蔵野市、三鷹市、府中市、
調布市、小金井市、狛江市

968,204 189,803

 北多摩西部 立川市、昭島市、国分寺市、
国立市、東大和市、武蔵村
山市

629,440

157,866

4,082,951 863,529

 北多摩北部 小平市、東村山市、清瀬市、
東久留米市、西東京市

713,493

住民基本台帳による東京都
の世帯と人口（平成24年1月1
日時点）

8,384

都　計

 島しょ 大島町、利島村、新島村、神津
島村、三宅村、御蔵島村、八丈
町、青ヶ島村、小笠原村

27,888

二次保健
医療圏

 西多摩

 南多摩

 北多摩西部

 区西北部

 区東北部

 区東部

 島しょ

都　計

 区中央部

 区南部

 区西南部

 区西部

 北多摩北部

 北多摩南部

二次保健医療圏別の認知症に関する医療資源例(統計)
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分野 目的 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

普及啓発

地
域
づ
く
り

専門医療の提供

医
療

介護人材育成

特有課題への対応

若
年
性
認
知
症

地域連携の推進

介
護

基盤整備

面的仕組みづくり

仕組み部会 仕組み部会 仕組み部会

東京都における認知症疾患医
療センターのあり方検討部会

医療支援部会 医療支援部会

若年性認知症支援部会若年性認知症支援部会

認知症ケアパス部会

認知症地域資源ネットワークモデル事業

認知症支援拠点モデル事業

「認知症の人と家族を支え
る地域づくりの手引書」

練馬区・多摩市
・世田谷区・豊島区 練馬区・多摩市

豊島区・杉並区
・八王子市

「認知症の人と家族を支える
ための情報共有の仕組みづ

若年性認知症支援モデル事業① 支援制度の相談が1箇所で行えるワンストップ窓口 若年性認知症
総合支援センター開設

認知症疾患医療センターの
運営開始（10ヵ所）

「認知症の人と家族を支え

るための医療支援体制の 「東京都認知症対策推進会
議 東京都における認知症
疾患医療センターのあり方

「東京都認知症対策推進会

議 若年性認知症支援部会

東京都認知症専門
医療機関実態調査

東京都若年性認知症
生活実態調査

（平成10年度～） 認知症高齢者グループホーム緊急整備事業

若年性認知症支援モデル事業② 就労型のデイサービス

◆看護師認知症対応力向上研修

◆未指定圏域の解消

◆若年性認知症の人の「居場所」の
検討のための論点整理

（平成19年度～） 高齢者権利擁護研修

（平成13年度～） 認知症介護研修

（平成19年度～） 都民向け認知症シンポジウム（年１回）

「認知症になっても今を生き生き
と暮らせるために」

「認知症と向きあう～『認知症の
告知』を中心に」

「認知症の人を支える～医療・ケ
アの最前線から」

「認知症に寄り添う～医療と介護連
携で穏やかな日常を支援」

「認知症の人と暮らす」

◆実態の把握・課題の抽出

◆地域ネットワークの促進策の検討

◆「新たな類型」への対応

国への協議

平成24年9月13日開催
「認知症を知ろう～地域で暮ら

協議中

認知症ポータルサイト「とうきょう認知症ナビ」

キャラバン･メイト養成講座(年4回) ・認知症サポーター養成支援（随時）

認知症サポート医研修 （平成17～19年度予算措置あり、平成20年度～費用受講者負担）

認知症疾患医療センターが
各地域において推進する
連携体制の構築支援

平成23年度末研修修了者 累計395名

東京都在宅高齢者
実態調査（専門調査）

（平成21・22年度） 認知症サポート医フォローアップ研修

（平成18～21年度） かかりつけ医認知症対応力向上研修 研修修了者 累計2,556名
かかりつけ医認知症対応力向上
フォローアップ研修

（平成23年度～） 認知症サポート医フォローアップ研修 （都医師会）

かかりつけ医認知症対応力向上

認知症地域支援ネットワーク事業（包括補助事業）

選考

若年性認知症ハンドブック

東京都認知症対策推進会議におけるこれまでの取組と現状

認知症医療部会
(24年9月～）
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東京都認知症疾患医療センターについて （概要）

＜基本的機能＞

高齢者人口の増加に伴い、認知症高齢者も一層増加すると見込ま
れることから、地域の医療機関同士、さらには医療と介護の緊密な連携
を強化する必要がある。このため、センターは、特に次の機能を担う。

○ 地域の医療機関及び介護事業所等への支援機能

＜３つの役割＞

基本的機能に基づき、具体的な支援体制及び連携体制の構築を図
るため、次の役割を担う。

【専門医療機関としての役割】
○ 専門医療相談の実施
・医療相談室を設置し、関係機関等からの相談に応じる
・受診が困難な人への支援
○ 鑑別診断・初期対応時の取組
・本人の身体的・社会的側面等を総合的に評価の上、適確に診断
○ 身体合併症・周辺症状への対応
・センター内及び地域での受入体制の整備（院内連携・地域連携）
・早期からの退院支援

【地域連携の推進機関としての役割】
○ 地域連携の推進
・連携協議会や研修会の開催等を通じた地域連携体制の構築

・地域包括支援センター、家族介護者の会等との連携

■ 地域連携のイメージ

事業概要

■ 指定数

二次保健医療圏ごとに１か所を基本

（平成24年9月現在 10か所）

■ 指定期間

■ 特に重点的な取組が必要な事項

◎ 身体合併・周辺症状への対応

■ 24年度予算内容

・約１２９百万円
(12か所分

１か所あたり約１１百万円)

事業目的

東京都が指定する「認知症疾患医療センター」において、認知症の鑑別診断、身体合併症と周辺症状への対応、専門医療相談等を実施するとともに、地域の保健医
療・介護関係者等との連携の推進、人材の育成等を行うことにより、地域における認知症疾患の保健医療水準の向上を図る。
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① 順天堂大学医学部附属順天堂医院 ⑦ 順天堂東京江東高齢者医療センター

② 公益財団法人東京都保健医療公社　荏原病院 今年度中に指定予定

③ 東京都立松沢病院 ⑧ 平川病院

④ 浴風会病院 ⑨ 国家公務員共済組合連合会立川病院

⑤ 東京都健康長寿医療センター ⑩ 杏林大学医学部付属病院

⑥ 大内病院 今年度中に指定予定

区西南部

区西部

区東北部

西多摩

北多摩北部

区西北部

区東部

南多摩

北多摩西部

北多摩南部

区中央部

区南部

二次保健医療圏ごとの認知症疾患医療センターの指定状況

西多摩

奥多摩町

檜原村 あきる野市

青梅市

日の出町 羽村市

八王子市

福生市

瑞穂町

武蔵村山市
東大和市

昭島市

立川市

国分寺市

国立市

日野市

町田市

多摩市
稲城市

府中市

小金井市
武蔵野市

三鷹市

調布市

狛江市

東村山市

小平市

東久留米市

西東京市

清瀬市

練馬区

板橋区 北区

豊島区

杉並区

中野区

新宿区

世田谷区

渋谷区

目黒区

港区

千代田区

中央区

品川区

大田区

文京区 台東区
墨田区

江東区

江戸川区

葛飾区

足立区

荒川区

大島町他

南多摩

区西部
区西北部

区中央部

区東北部

区東部

区南部区西南部

北多摩南部

島しょ

北多摩西部
北多摩北部

1

3

4

5

6

7
8

10

9

2
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必須 ◎
推奨 ○

指標名 定義 調査名等
調査年

（調査周期）
集計単位

修了者数

累計修了者数（平成18年度から平成22
年度）

○
重度認知症患者デイ・ケアの利
用者数

重度認知症患者デイ・ケアの延利用者
数、利用実人員数

精神保健福
祉資料

平成21年度
(毎年)

都道府県

血管性及び詳細不明の認知症の推計
患者数（総数）、アルツハイマー病の推
計患者数（総数）

血管性及び詳細不明の認知症の推計
患者数（外来）、アルツハイマー病の推
計患者数（外来）

平成２０年６月の入院患者数

平成２０年６月の入院患者のうち平成２
０年６月～８月に退院した患者数

◎
類型別認知症疾患医療セン
ター数

認知症疾患医療センター数（基幹型、
地域型）

事業報告
平成24年8月1
日現在

都道府県

○

都道府県参考
認知症の地域連携クリティカル
パス導入率

認知症の地域連携クリティカルパス導
入率

事業報告 平成22年度

都道府県

平成20年度
（３年毎）

平成20年
（３年毎）

都道府県

○
医療施設を受療した認知症患
者のうち外来患者の割合

患者調査

かかりつけ医認知症対応力向
上研修参加者数

精神保健福
祉資料

平成21年度
（毎年）

○
認知症新規入院患者２か月以
内退院率

退院患者平均在院日数（認知症）
患者調査
（個票解析）

【出典：第２回精神疾患に係る医療計画の策定に関する説明会（厚生労働省、平成２４年８月６日開催）資料】

精神疾患（認知症）の医療体制構築に係る現状把握のための指標

都道府県

◎
退院患者平均在院日数（認知
症）

都道府県



備考

　

【事業名】認知症疾患医療センター運営事業
自治体は保有データを参考にする。

【事業名】かかりつけ医認知症対応力向上研修

自治体は保有データを参考にする。

医療施設を受療した認知症患者のうち外来患者
の割合[％]
＝（血管性及び詳細不明の認知症の推計患者数
（外来）＋アルツハイマー病の推計患者数（外
来））／（血管性及び詳細不明の認知症の推計患
者数（総数）＋アルツハイマー病の推計患者数（総
数））×１００

施設所在地で集計
退院患者の平均在院日数＝（血管性及び詳細不
明の認知症の退院患者平均在院日数＋アルツハ
イマー病の退院患者平均在院日数）／２

【出典：第２回精神疾患に係る医療計画の策定に関する説明会（厚生労働省、平成２４年８月６日開催）資料】

精神疾患（認知症）の医療体制構築に係る現状把握のための指標

認知症新規入院患者２か月以内退院率[％]
＝認知症治療病棟の６月～８月の月別退院患者
数の合計／認知症治療病棟の６月１か月間の入
院患者数×１００

地域連携クリティカルパス導入率　［％］
＝認知症の地域連携クリティカルパスを導入して
いる医療圏域数／各都道府県が定める認知症の
医療圏域数×１００

参考資料７－②
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第5節　高齢者保健福祉対策

○　高齢者が住み慣れた地域で安心して生活するための基盤となる医療・介護・見守り・
住まいをはじめとした地域ケア体制の整備を進めます。

○　地域社会を活性化するため団塊世代や元気高齢者の力を活用するなど、新たな高齢者
像を生み出すことにより、超高齢社会における都市モデル像を創造します。

現状と課題

1　本格的な高齢社会の到来
○　都の高齢者人口は、平成 17年の 230 万人から、平成 37年には 334 万人に増加すると推
計されています。また、いわゆる「団塊の世代」が、後期高齢者（75 歳以上）になる平成
37年には、後期高齢者数は、平成 17年の 98万人の倍以上、201 万人に達するものと見込
まれています。

　　
○　高齢者人口の増加に伴い、要
支援・要介護高齢者や認知症高
齢者も急速に増加することが予
想されます。

2　介護保険制度の改正
○　平成 12 年 4 月にスタートし
た介護保険制度は、5年間で利
用者が 2.7 倍になるなど、高齢
者の介護を社会全体で支え合う
仕組みとして定着しています。

　
○　今後、これまで以上に高齢者
の増加が見込まれる中で、介護
保険制度を将来に向けて安定的
に運営していくためには、「自立支援」という制度の基本理念に基づき、給付の効率化・重点
化を進めるだけでなく、要介護高齢者の発生を未然に防ぐことが必要です。

○　こうした視点から、介護保険制度の改正が行われ、平成 18年 4月から本格的に施行され
ました。また、介護が必要となっても住み慣れた地域で可能な限り生活できるよう、高齢者
の多様なニーズや相談に総合的に対応する地域の拠点としての「地域包括支援センター」や
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地域住民の利用を基本とする小規模多機能型居宅介護などの「地域密着型サービス」が創設
されました。

○　都では、介護保険制度の改正に的確に対応するとともに、福祉・保健・医療などに関する
高齢者施策を総合的に展開するため、「東京都高齢者保健福祉計画」（計画期間：平成 18年度
～平成 20年度）を策定しました。

3　認知症高齢者の増加
○　高齢者のうち、「何らかの認知症の症状を有する要支援・要介護認定者」が占める割合は高
齢者の約 10.8％、約 23万人となっています。

○　また、「日常生活に支障を来たすような症状等を有する要支援・要介護認定者」のうち、地
域で生活している人の割合は約 3分の 2を占めます。

○　今後、後期高齢者の増加に伴い認知症高齢者が急増することが予想され、認知症高齢者を
地域で支えるための仕組みづくりが必要です。

○　さらに、認知症医療、身体症状に対する医療それぞれにおいて、症状に応じた適切な医療
支援体制の構築が必要です。

4　健康寿命の延伸
○　日本人の平均寿命とともに健康寿命も延び、65歳以上の高齢者の 7割以上は自分の健康状
態を良いと考え、また、経済的にも自立しており、従来のように「高齢者イコール支えられ
る人（支援が必要な人）」と画一的にとらえることは適当ではなくなっています。

施策の方向

1　地域ケア体制整備構想の策定（地域ケア体制の推進）
○　平成 18年に成立した医療構造改革関連法による改革の一環として実施される療養病床の再
編成を踏まえ、地域ごとの特性に即した「地域ケア体制」の構築が必要です。

○　今後、都においては、高齢者の一人暮らし世帯や高齢者のみ世帯の急増が見込まれる中、
高齢者が医療や介護を必要とする状態になっても安心して地域での生活を継続できるよう、
在宅ケアの充実強化を重視した施策の展開が求められています。

○　こうしたことを受け、都では、10年後の高齢者の望ましい将来像を示しながら、医療、介護、
住まい等の将来的なニーズや社会資源の状況等に即した施策を計画的に進めるため、平成 19
年 12月に「東京都地域ケア体制整備構想」を策定しました。
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○　今後は、本構想を踏まえ、平成 20年度に策定予定の次期「東京都高齢者保健福祉計画」（計
画期間：平成 21年度～平成 23年度）において具体的な施策展開を明らかにし、超高齢社会
の到来に的確に対応していきます。

○　また、平成 20年度には「東京の地域ケアを推進する会議（仮称）」を設置し、都民の高齢
期の生活に対する意識の転換を図るとともに、区市町村や事業者に対して積極的な施策展開
や取組を働きかけることにより、地域ケアの「東京モデル」の構築を目指します。

○　さらに、東京において高齢者が安心できる住まい方の検討を行うとともに、地域において
総合的なマネジメントを担う地域包括支援センターの機能強化、在宅医療を支える訪問看護
ステーションの管理者に対する支援プログラムの作成や研修の実施など、地域ケア体制の推
進のための施策を積極的に展開していきます。

2　高齢者の地域生活を支えるための介護基盤の整備促進と介護人材の確保等
○　ケアが必要となった高齢者が、必要なサービスを利用しながら、地域の中で、できる限り
自立した生活を送るためには、在宅生活を支えるための基盤の確保が必要です。

○　都では、高齢者の地域生活を支えるため、独自の補助制度を構築するとともに、都有地活
用の拡大・推進や区市町村有地の活用支援による土地確保などにより介護サービス基盤の整
備を促進します。

（1）介護保険施設等の基盤整備
○　介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）及び介護老人保健施設の計画的な整備に努める
とともに、社会福祉法人や医療法人等による介護専用型有料老人ホーム等の整備に対し、都
独自に補助していきます。

（2）居住系・在宅系サービスの充実
○　訪問リハビリテーションや通所リハビリテーション（デイケア）などのリハビリテーショ
ンは、単に心身機能の維持回復を図ることだけでなく、日常生活の自立や社会参加を促進す
るなど、高齢者の在宅での生活を支える上で基幹的なサービスです。理学療法士や作業療法士、
言語聴覚士をはじめ、かかりつけ医師、看護師、介護支援専門員（ケアマネジャー）など、様々
な職種が協働して提供する必要があります。

○　小規模多機能型居宅介護などの地域密着型サービスの整備については、整備主体である区
市町村を支援していきます。特に、認知症高齢者グループホームは、平成 18年度から平成
20年度までの 3か年事業において設置促進を図っています。

（3）介護人材の確保等
○　昨今の景気回復等により福祉分野における労働需給がひっ迫していることから、人材の確
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保や定着を促進するための施策を平成 20年度から実施し、介護保険施設等における安定的な
人材の確保・定着に努めます。

3　認知症対策の総合的な推進
○　要介護高齢者のおよそ半数は、何らかの支援が必要な認知症の症状を有していますが、近
年のケアの実践と研究とを通じて認知症ケアにおける適切な環境や支援の在り方等が明らか
になってきました。

○　都では、平成 18年度に「認知症高齢者を地域で支える東京会議」を設置し、認知症の理解
促進や本人・家族が周囲に支援を求めやすい機運づくりなどに取り組みました。

○　平成 19年度には「東京都認知症対策推進会議」において、地域資源参加型の支援体制を構
築するための「仕組み部会」や切れ目のない医療支援体制を構築するための「医療支援部会」
を設置するなど、認知症支援のシステム化を進めます。

○　また、専門職の質の向上のため、専門医・かかりつけ医や看護師などの医療従事者を対象に、
役割分担に応じた人材を育成するとともに、認知症ケアの普遍化を図るため、介護職やケア
マネジャーの人材育成を実施します。

4　健康長寿社会の実現に向けた医療的基盤の整備
○　高齢化が急速に進展する中、社会の活力維持のためにも、都民が、いつまでも健康であり、
老いてもなお活動的でいられる社会の実現が求められています。

○　そのためにも、老化に関する最先端の研究成果や技術開発を基礎として、高齢者の心身の
特性に対応した適切な医療を、広く都民に提供していくための確固とした基盤づくりが必要
となります。

○　板橋キャンパス内の老人医療センターと老人総合研究所とは、これまで臨床と研究との連
携等を図ることにより、高齢者の医療の質の向上に努めてきました。

○　今後、老人医療センターが有する高齢者の高度専門医療に関する豊富な実績と老人総合研
究所における老化・老年病に関する最新の研究成果との融合により、健康長寿社会の実現に
向けた新たな高齢者医療・研究の拠点として健康長寿医療センター（仮称）を整備します。
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健康長寿医療センター（仮称）の概要

5　団塊世代・元気高齢者対策
○　今後、急速に高齢化が進展する東京においては、団塊世代や元気な高齢者が地域社会や多
様な分野で社会参加することにより、これまでの「支えられる存在」から「社会を活性化す
る存在」へと高齢者像を一新することが求められています。

○　このため、団塊世代をはじめ元気で意欲的な高齢者が、自らの知識・経験を自主的・自発
的に活用し、主体性を持って継続して活動できる方策等を検討していきます。
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○　訪問看護ステーション支援事業の実施
○　介護基盤の整備促進と介護人材の確保等の取組
　・認知症高齢者グループホームの設置
　（平成19年度末　4,800人　→　平成22年度末　6,200人）
　・訪問介護（介護予防及び夜間対応型を含む）の充実
　（平成19年度末　29,645千回／年→平成20年度末　30,996千回／年）
　・訪問リハビリテーション（介護予防を含む）の充実
　（平成19年度末　90,242回／年→平成20年度末　96,550回／年）
　・通所リハビリテーション（介護予防を含む）の充実
　（平成19年度末　1,593千回／年→平成20年度末　1,698千回／年）
○　健康長寿医療センター（仮称）の設立
　（平成21年度　地方独立行政法人設立　平成24年度　新施設整備完了予定）


